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津和野町公告第 12 号 

 

下記のとおり一般競争入札を行うので、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱

（平成 22 年津和野町告示第 45 号。以下「実施要綱」という。）第４条の規定に基づ

き公告する。 

 

令和７年５月２６日 

 

津和野町長  下 森 博 之 

 

１ 入札に付する事項 

ア 業 務 名  令和７年度 下水道事業計画変更業務委託（津和野処理区） 

イ 履行場所  津和野町 地内 

ウ 履行期間  令和８年２月下旬 

エ 業務概要  下水道事業計画変更業務 一式 

 

２ 入札参加資格 

 入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

ア 入札参加資格業種  

  建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年 4 月 15 日建設省告示第 717 号）第５

条に基づく「下水道部門」の登録を受けている者 

イ 令和７～８年度津和野町測量、建設コンサルタント等入札参加有資格者名簿

に登載され、かつ業種が土木関係コンサルタント業務に登録された者であること。 

ウ益田市又は鹿足郡内に本社または営業所を有する者 

エ 業務実績 

過去10年間（平成27年5月１日から令和7年4月30日まで。以下同じ）に、島根県

内の、地方公共団体等の発注による公共下水道事業、流域下水道事業、特定環境

保全公共下水道事業に係る汚水処理施設整備構想策定業務（見直し含む）を履行

し完了した実績を有する者、且つ津和野町（旧津和野町・旧日原町含む）が発注

した下水道関連業務（実施設計・計画策定等）を元請で受託し履行した実績（実

施年月日は問わない）を有する者 

オ 配置技術者 

配置予定技術者は以下の要件を満たすとともに、直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。 

ただし、配置予定技術者は特に定めのない限り、兼ねることはできない。 

①  管理技術者として次の(1)又は(2)のいずれかを満たす者を配置できる者 

（１）技術士法による第二次試験のうち技術部門を「上下水道部門」（選択科

目を「下水道」とするものに限る。）又は「総合技術監理部門」（選択科目

を「上下水道－下水道」とするものに限る。）に合格し、同法による登録を

受けている者。 

（２）登録技術部門「下水道」に該当するＲＣＣＭとしての資格を有する者 

② 照査技術者として次のすべてを満たす者を配置できる者 
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（１）技術士法による第二次試験のうち技術部門を「上下水道部門」（選択科

目を「下水道」とするものに限る。）又は「総合技術監理部門」（選択科目

を「上下水道－下水道」とするものに限る。）に合格し、同法による登録を

受けている者。 

（２）登録技術部門「下水道」に該当するＲＣＣＭとしての資格を有する者 

カ その他 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 

② 告示の日から３のウの②に掲げる提出期限までの間に、津和野町建設工事等

入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱（平成 18 年津和野町告示

第 60 号。以下「指名停止要綱」という。）による指名停止を受けていないこと。 

③ 津和野町における町税（法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町県民税（特

別徴収分））の滞納がないこと。 

④ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑤ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。 

   (1) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条の規定に基づく破産

の申立てがなされている者 

   (2) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続の

申立てがなされている者 

   (3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続の

申立てがなされている者 

   (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。 

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

   (5) 役員等が暴対法第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑥ 入札に参加しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関係がないこ

と。 

   (1) 親会社と子会社の関係 

   (2) 親会社を同じくする子会社同士の関係 

   (3) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係 

 (4) (1)から(3)までと同視し得る資本関係又は人的関係 

 

３ 競争参加資格の確認 

ア 提出書類 

① 競争参加資格確認申請書（実施要綱様式第 1号の 2） 

② 業務実績調書（実施要綱様式第 2号の 2） 

③ 配置予定技術者調書（業務委託）（実施要綱様式第 3号の 2） 
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④ 業態調書（実施要綱第 3号の 3） 

イ 上記の確認書類 

① 業務実績調書の記載内容を証明するテクリス（TECRIS）の業務カルテ又は発

注者が発行する証明書等とする。但し、津和野町発注業務の場合は、業務委託

契約書の写しで可とする。 

② 配置予定技術者の資格者証等の写し及び入札に参加しようとする者との雇

用関係が確認できるもの。(健康保険証の写し等) 

③ 納税証明書（滞納がないことを証明する書類（写し可）、町税等については

納税義務者のみ） 

ウ 申請書類の様式の入手方法及び提出期限等 

① 申請書様式は、津和野町ホームページ（http://www.town.tsuwano.lg.jp/）

からダウンロードすること。 

② 申請書の提出期限及び提出先は次のとおりとする。 

提出期限：令和７年６月４日（水）午後５時まで 

提 出 先 ：津和野町役場 総務財政課 

 

４ 設計図書等の配付等 

 ア 配付方法 設計図書等は津和野町ホームページからダウンロードすること 

イ 設計図書に関する質問（実施要綱様式第４号）の提出期限及び提出先は次のと

おりとする。 

     提出期限：令和７年６月９日（月）午後５時まで 

     提 出 先：津和野町役場 総務財政課 

ウ 質問書に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して２日

（休日を除く。)以内に、競争参加資格確認申請書を提出したすべての者に対し

回答書により回答する。 
 

５ 入札の日時及び場所 

日  時：令和７年６月１６日（月）午前９時３０分から 

場  所：津和野町役場 本庁舎 第１会議室 

 

６ 入札方法等 

ア 電報又は郵送等による入札は認めない。 

イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

を含まない金額を入札書に記載すること。 

ウ 再度入札は２回とする。 

エ 代理人として入札する場合は、委任状を提出すること。 

オ 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一業務について同時に他の代理人と

なることはできない。 
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カ 入札場所への入場は、競争参加資格確認申請書の受付印のある写しを提出する

こと。 

キ 第１回の入札時に、業務内訳書を提出すること。なお、業務内訳書の金額は、

第１回の入札金額と一致すること。 

ク 入札保証金は免除する。 

ケ 入札参加者が１人の場合は、入札を行わない。 

 

７ 入札の無効等 

 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 ア 公告に掲げる資格のない者の行なった入札。 

イ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行なった入札。 

ウ 業務内訳書を提出しなかった者が行った入札。 

 

８ 落札者の決定方法 

ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者について、競争参加資格要

件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に当該入札をした者

を落札者とする。 

なお、同じ最低価格をもって入札した者が２人以上ある場合は、くじにより順

位をつけ、その上位のものから競争参加資格要件を審査する。 

イ 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して２日（休日を除く。）

以内に行い、結果を公表する。 

ウ 審査において競争参加資格がないと認められた者は、津和野町に対して理由の

説明を求めることができる。 

 

９ 契約、支払条件 

ア 契約保証金は、契約金額に 100 分の 10 を乗じて得た額とする。 

イ 前金払の支払いは 100 分の 30 を乗じて得た額以内とする。 

 

10 その他 

ア 今回の入札においては、最低制限価格を設ける。 

イ その他、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱に定めるとおりとする。 

 

11 問い合せ先 

入札担当部局 津和野町役場 総務財政課 

 Tel 0856-74-0028  FAX 0856-74-0002 


